
議案第７３号 

芽室町都市公園条例中一部改正の件 

芽室町都市公園条例を次のとおり一部改正しようとするものであります。 

令和７年３月４日提出 

芽室町長 手 島  旭 

芽室町都市公園条例の一部を改正する条例 

芽室町都市公園条例（昭和51年条例第37号）の一部を次のように改正する。 

第１条の６に次の１項を加える。 

５ 令第６条第６項に規定する場合に関する法第５条の９第１項の規定により読み替

えて適用する法第４条第１項ただし書の条例で定める範囲は、令第６条第６項に規

定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規

定により認められる建築面積を超えることができることとする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

説 明 

公募設置管理制度（Ｐａｒｋ－ＰＦＩ）を活用するに当たり、条例の規定を整備す

るため、本条例を改正しようとするものであります。 
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芽室町都市公園条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（公園施設の建築面積の基準の特例） （公園施設の建築面積の基準の特例） 

第１条の６ －略－ 第１条の６ －略－ 

２～４ －略－ ２～４ －略－ 

５ 令第６条第６項に規定する場合に関する法第５条の９第１項の

規定により読み替えて適用する法第４条第１項ただし書の条例で

定める範囲は、令第６条第６項に規定する建築物に限り、当該都

市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認

められる建築面積を超えることができることとする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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